[bookmark: _kwzpofj1i8dd]OEM製造委託契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲が企画・販売する製品の製造を乙に委託することについて、次のとおりOEM製造委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _n6j8n892kq90]第1条（目的）
本契約は、甲が企画・販売する製品について、乙がこれを製造し、甲に供給することに関し、両当事者間の権利義務関係を明確に定めることを目的とする。

[bookmark: _9ozg9nivp9c5]第2条（定義）
本契約において、次の各号の用語は、それぞれ以下の意味を有するものとする。
1. 「本製品」とは、本契約に基づき乙が製造し、甲に納入する製品をいう。
2. 「仕様書」とは、本製品の形状、材質、性能、品質基準、表示内容その他製造条件を定めた書面をいう。
3. 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他一切の知的財産に関する権利をいう。
4. 
[bookmark: _fa0ogh2fq7wr]第3条（製造委託）
甲は、仕様書に基づき、本製品の製造を乙に委託し、乙はこれを受託する。

[bookmark: _1ejkw8brgff1]第4条（仕様書の確定および変更）
1. 本製品の仕様は、甲乙協議のうえ書面により確定するものとする。
2. 仕様の変更を行う場合、甲乙は事前に協議し、書面により合意するものとする。
3. 仕様変更により製造コストや納期に影響が生じる場合、その取扱いは別途協議のうえ定める。
4. 
[bookmark: _jonuzpjhpa1f]第5条（製造数量および納期）
1. 本製品の製造数量および納期は、甲が乙に対して発注書により指定するものとする。
2. 乙は、合意された納期を遵守するよう最大限努力するものとする。
3. 
[bookmark: _yjkatgtxvr9h]第6条（対価および支払条件）
1. 本製品の製造対価は、別途協議のうえ書面により定める。
2. 甲は、乙に対し、合意された支払条件に従い、製造対価を支払うものとする。
3. 
[bookmark: _7uxuvvywt445]第7条（品質管理および検査）
1. 乙は、善良なる管理者の注意をもって本製品を製造し、仕様書に適合する品質を確保するものとする。
2. 甲は、納入された本製品について検査を行い、不適合がある場合は、合理的期間内に乙に通知するものとする。
3. 
[bookmark: _la30o4evtqg4]第8条（契約不適合責任）
1. 納入された本製品が仕様書に適合しない場合、乙は自己の責任と費用において、修補、再製造その他合理的な措置を講じるものとする。
2. 前項の責任範囲および期間については、別途協議のうえ定めることができる。
3. 
[bookmark: _o0beho70ityc]第9条（知的財産権の帰属）
1. 本製品に関する知的財産権は、別途合意のない限り、甲に帰属するものとする。
2. 乙は、本契約に基づく製造目的の範囲を超えて、当該知的財産権を使用してはならない。
3. 
[bookmark: _aht3oz7zfbb1]第10条（秘密保持）
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術情報、営業情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
2. 本条の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
3. 
[bookmark: _efwmzmh5acdt]第11条（再委託の禁止）
乙は、甲の事前の書面承諾なく、本製品の製造業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

[bookmark: _4tfg2n1ojml]第12条（損害賠償）
甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。

[bookmark: _jvrlwf3co6jk]第13条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から〇年間とする。
2. 期間満了日の〇か月前までに、甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件にて自動更新されるものとする。
3. 
[bookmark: _po8p0ifzh4kf]第14条（解除）
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めてもなお是正されない場合、書面により本契約の全部または一部を解除することができる。

[bookmark: _e2ckozkuiucy]第15条（協議解決）
本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

[bookmark: _uswbicsl0t70]第16条（準拠法および管轄）
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自一通を保有する。

年　　月　　日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印

乙　●●株式会社
住所：
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　印


